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狩猟免許取得助成金について

　平成27年国勢調査は、10月1日を調査基準日と
して日本に住んでいるすべての人と世帯を対象に
実施されました。
　調査結果は、様々な法令に利用が定められてい
るほか、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備、
防災対策などに役立てられます。　
　今後とも、国勢調査へのご理解、ご協力をお願
いします。

　先月発生した台風18号の影響で、国税の申告、
申請、納税等を期限までに行うことができない方
は、所轄税務署長への申請で、下記のような措置
等を受けることができる場合があります。
○対象となる延長措置等
　・申告、納付などの期限延長
　・納税の猶予　・予定納税の減額
　・所得税の軽減免除等
　・相続税、贈与税の軽減または免除
　・源泉所得税の徴収猶予または還付
　・災害等による消費税簡易課税制度（不適用）
　　届出に係る特例
　・納税証明書の無料発行
　詳しくは、下記ホームページをご覧になるか、
最寄りの税務署へお問い合わせください。
  【関東信越国税局】
　　　 http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/

　農作物への被害抑制を図るため、有害鳥獣の捕
獲に必要な免許を取得した方に、対象経費の3分
の1以内の額（上限5,000円）を助成金として交
付します。対象となる方は、下記により申請して
ください。
○対 象 者　次の条件をすべて満たす方
　（1）第１種銃猟免許または、わな猟免許を新た
　　　に取得した方
　（2）市内に住所を有する方
　（3）市税等を滞納していない方
○助成対象経費
　（1）狩猟免許申請手数料及び当該申請に要する
　　　医師の診断書料
　（2）狩猟免許試験予備講習会受講料
　（3）銃猟等講習会受講料
○申請方法　
　　申請書に必要事項を記入のうえ、狩猟免状及
　び助成対象経費に係る領収書の写しを添付し提
　出してください。

　市では毎月第3日曜日に、結婚相談会を開催し
ています。
　結婚したくてもなかなか出会いの機会がないと
いう方に、結婚相談員が親身になって対応します。
できるだけ予約のうえ、ご来場ください。
○日　　時　11月15日（日）
　　　　　　9:00～17:00（受付/9:00 ～ 16:00）
○場　　所　おおみやコミュニティセンター
　　　　　　2階階研修室3 
※12月の開催は20日です。

　平成27年度個人事業税の第2期分の納付書は、
11月中旬に発送されます。
　納付期間は11月20日（金）から11月30日（月）
までですので、期限内の納付をお願いします。
　なお、既に預金口座からの振り込み手続きをさ
れている方は、11月30日（月）に引き落としに
なりますので、残高の確認をお願いします。
　新たに口座振替制度の申し込みを希望する方
等、詳しくは下記までお問い合わせください。

お知らせ
○常陸大宮市森林組合山方連絡所の閉所について
　　平成27年9月30日もって常陸大宮市森林組
　合山方連絡所（山方総合支所2階）は、諸般の
　事情により閉所しました。長年にわたりご利用
　いただきありがとうございました。
○緑を守るために植林してみませんか
　　緑豊かな森林づくりのため苗木のあっせんを
　しています。希望する方は下記までお問い合わ
　せください。
　　苗木の種類：杉・桧・クヌギ・ナラ等
　　申込期限：平成28年3月中旬
　　（クヌギ・ナラは平成28年1月31日まで）

常陸大宮市森林組合からのお知らせ

平成27年国勢調査にご協力ありがとう
ございました

台風18号の影響による被害を受けた方へ
申告期限の延長措置等が受けられます

　 　　 総務課情報・統計G　☎52-1111 内線318問 本庁

申請・　　　  農林課農林畜産振興G
　　　　 ☎52-1111 内線206

問 本庁

日曜結婚相談会

個人事業税の納税について

予約・　　　  福祉課子育て支援室
　　　　 ☎55-8069（直通）
　　　　　　  marriage@city.hitachiomiya.lg.jp 

問 本庁

　 常陸大宮市森林組合(鷲子58-1)
　 ☎58-2004　　58-2126
問

FAX

H P
　 太田税務署総務課
　 ☎0294-72-2171（自動音声でご案内します）
問

　 常陸太田県税事務所課税第一課個人事業税担当
　 ☎0294-80-3311
問


